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る。 

ＰＯ、企業等

る。 

確保するとと

等の監視と評

入れ、運用で

起業や新規参

不可欠」「ＮＰ

している。

」に開き、市

しい公共」が

が、市民、Ｎ

と出番があり

おおやけ）」

となるＮＰＯ

る。 

すい環境が構

技術的な活動

事業への波及

目指す社会に

的活動を後押

スの効率的な

う、ＮＰＯ等

業は地域にお

等の多様なメ

ともに、支援

評価を受ける

できる仕組み

参入を

ＰＯ等

 

市民、

がめざ

ＰＯ、

り、人

をＮ

Ｏ等の

構造的

動基盤

及効果

に向け

しし、

な提供

等の自

おける

メンバ

援を受

る。ま

みとす
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①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

6  支

 6-1

新

のに

 

 6-2

6-2-1

基

らの

明確

6-2-2

基

る。 

実施に当た

①  支援事

中間支援

役割分担

配慮する

② 支援事業

一過性の

附を仲介す

発展するこ

③ ＮＰＯ等

必要な知識

④ ＮＰＯ等

スに参画す

る。 

⑤ 「新しい

欲と創造力

う、その連

⑥ 「新しい

組み(マル

⑦ 制度・領

の取組の幅

支援事業の

交付の目的

新しい公共支

に必要な事業

基金の管理

1 基金の造成

基金は、別途

の交付金を受

確な区分経理

2 基金の運用

基金は、確実

たっての基

事業の推進に

援組織・市民

担により、こ

る。 

業の内容は、

ＰＲやイベン

する市民ファ

ことが可能と

等の信頼性向

識や技術を提

等と地域の企

することによ

い公共」の拡

力のあるＮＰ

連携の強化を

い公共」の多

ルチステーク

領域横断的な

幅の拡大を図

の管理、

的 

支援事業交付

業費を、基金

理・運営 

成方法 

途定める「新

受けて造成す

理を行う。 

用方法 

実かつ効率的

基本的考え方

に当たっては

民ファンド等

これら既存の

、市民の実体

ント等ではな

ァンドの新設

となる人材・

向上のため、

提供するなど

企業や経済界

より、継続的

拡大と定着の

ＰＯ等と地方

を図る。 

多様な担い手

ホルダー・

な対応で既存

図る。 

運営 

付金は、都道

金として造成

新しい公共支

する。都道府

的に運用する

3

方 

は、民間の豊富

等との協調と

の活動を生か

体験、成功事

なく、ボラン

設・強化等、

・仕組み作り

、全国共通の

ど、ＮＰＯ等

界の連携を重

的な関係強化

のためには、

方自治体によ

手が協働して

プロセス）

存の制度や規

道府県に対し

成するために

支援事業交付

府県に既に同

るものとする

富なノウハウ

連携を図る

かし、将来の

事例の共有な

ンティア・コ

ＮＰＯ等の支

りに重点を置

の情報基盤へ

等の情報開示

重視する。地

化をめざし、

自治体の理

よる新たなメ

て、自ら地域

の構築と普及

規制の制約を

し、都道府県

に必要な経費

付金交付要綱

同趣旨の基金

る。 

ウを生かすた

ものとする。

寄附、市民参

などに軸足を

コーディネー

支援が将来に

置く。 

への掲載や会

示を支援する

地域の経済界

地域貢献の

理解と協力も

メカニズムの

域の諸課題の

及を図る。 

を乗り越えて

県が 6-5-1 の

費を交付する

綱(仮称)」等

金が造成され

ため、可能な

。官と民の適

参加の促進発

をおくととも

ータ等の育成

にわたって継

会計基準の導

る。 

界等が検討プ

の活動等を推

も必要である

の創出が起こ

の解決に当た

て「新しい公

の①から⑦を

るもの。 

等に基づき、

れている場合

限り、

適切な

発展に

もに、

成、寄

継続・

導入に

プロセ

推進す

る。意

こるよ

たる仕

公共」

を行う

国か

合には、



 

6-2-3

6-2-4

市

6-2-5

基

業）

6-2-6

支

は、

 

 6-3

6-3-1

都

事業

6-3-2

8

の案

6-3-3

都

経費

の確

 

 6-4

支

（1

（2

3 基金から生

この基金の運

4 寄附金の取

市民や企業等

5 基金の取

基金（繰り入

）を行う場合

6 基金の残額

支援事業の終

、別に定める

支援事業の

1 基本方針、

都道府県は、

業計画書の案

2 運営委員会

8-1-1 により

案と事業計画

3 事業計画の

都道府県は、

費の額の変更

確認を受ける

支援事業の

支援事業によ

1）ＮＰＯ等

地縁組織等

織、団体等

団体等を含

都道府県、

対象に含む

2）当該組織

委員会が選

また、支

ア 「新し

イ 4 に掲

生じる果実の

運用によって

取扱い 

等からの寄附

り崩しの制限

入れられた果

合を除き、取

額の取扱い 

終了時（基金

る手続きに従

の基本方針

、事業計画の

、支援事業に

案を作成の上

会への報告と

り都道府県に

画の案を運営

の変更 

、前記の計画

更に限る。）

るとともに、

の対象者（

よる支援の対

等（特定非営

等の非営利組

等（複数の者

含む。6-5-1

、市区町村又

む。）のうち

織、団体等か

選定した者と

支援対象ＮＰ

しい公共」の

掲げる「新し

の取扱い 

て生じる果実

附金について

限 

果実を含む。

取り崩し、処

金造成時から

従い、これを

針、事業計画

の作成等 

に係る交付金

上、国に提出

と意見の聴取

に運営委員会

営委員会に諮

画を変更しよ

には、あら

これを公表

（支援対象Ｎ

対象は、 

営利活動法人

組織）であっ

者が構成メン

1 の⑤の新し

又は都道府県

、 

からの申請に

する（以下

ＰＯ等は、以

の活動を適確

しい公共」が

4

実は、この基

ては、この基

）は、支援事

処分し、及び

ら 2 年経過後

を国庫に納付

画 

金の申請に際

出する。 

取 

会が設置され

諮り、これを

ようとする場

かじめ、事業

表するものと

ＮＰＯ等）

人、公益法人

って、「新しい

ンバーとなり

しい公共の場

県若しくは市

に基づき、8-

下、「支援対象

以下に掲げる

確に遂行する

めざす社会

基金に繰り入

基金に繰り入

事業で実施す

び担保に供し

後）において

付する。 

際し、支援事

れた後は、都

を決定し、公

場合（計画の

業計画変更書

とする。 

 

人、社会福祉

い公共」の趣

り、連携、協

場づくりのた

市区町村を構

1-1 により各

象ＮＰＯ等」

要件の全て

意欲や能力を

の実現のため

入れる。 

入れないこと

する事業（6

してはならな

て、基金に残

事業に係る基

道府県は、6

公表するもの

のうち、6-6 の

書を作成し、

祉法人、学校

趣旨に合致す

協働して形成

ためのモデル

構成メンバー

各都道府県に

という。）。

に適合しな

を有している

めに、主体的

とする。 

6-5-1 に掲げ

ない。 

残額がある場

基本方針の案

6-3-1 の基本

のとする。 

の成果目標、

国に提出し

校法人、任意

する活動を行

成する一の組

ル事業につい

ーに含む協議

に設置された

 

ければなら

ること。 

的に活動を行

げる事

場合に

案及び

本方針

必要

し、そ

団体、

行う組

組織・

ては、

議体を

た運営

ない。 

行って



 

制

 6-5

6-5-1

 支

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

6-5-2

各

の

場合

  ま

る

6-5-3

支

質的

ま

項第

は、

部分

がで

6-5-4

  対

 ア 

いること

ウ 資金、

エ 情報開

る予定で

オ 継続的

はないこ

また、宗教

制の下にある

 

支援事業の

1 支援事業に

支援事業によ

つなぎ融資

融資利用の

ＮＰＯ等の

寄附募集支

新しい公共

社会イノベ

共通事務に

2 事業実施に

各都道府県に

とするが、基

合等は、この

また、6-5-1

ものとする。

3 使途の制限

支援事業は各

的にそのよ

また、行政に

第１号に掲げ

、基金からの

分が明確に切

できる。 

4 対象経費の

対象経費の内

6-5-1 の各

。 

活動面から

開示がなされ

であること 

的に活動を行

こと 

教活動や政治

る団体は、支

の実施につ

により実施す

より実施する

資への利子補

の円滑化のた

の活動基盤整

支援事業 

共の場づくり

ベーション推

に関する事業

に当たっての

においては、

基金の造成時

の限りではな

の各事業の

。 

限 

各都道府県が

うに判断され

による他の補

げる給付金及

の支出対象と

切り分けられ

の範囲 

内訳は以下の

各事業共通の

の自立のた

れていること

行う団体であ

治活動を主た

支援の対象と

ついて 

する事業 

る事業は、以

補給事業 

ための支援事

整備のための

りのためのモ

推進のための

業 

の留意事項

、できる限り

時において、

ない。 

のうち、特定

が行う新しい

れるものを含

補助金（負担

及び同項第２

とはならない

れる場合には

の通りとする

の経費 

5

めの支援を必

、又は支援事

あり、一度限

たる目的とす

とはしない。

以下に掲げる

事業 

の支援事業

モデル事業

のモデル事業

り、前項の⑥

、既に同種の

定の事業に事業

い取組みを支

含む。）の振替

担金、利子補

２号の掲げる

い。ただし、

は、当該非対

る。 

必要としてい

事業の取組み

限りのボラン

する団体、暴

 

る事業とする

業 

⑥を除く全て

の事業を都道

業額が極端に

支出対象とし

替については

補給金並びに

る資金を含む

他の補助事

対象部分につ

いること。 

み期間中に情

ンティア活動

暴力団もしく

る。 

ての事業につ

道府県におい

に偏ることが

し、既に実施

は支出対象と

に補助金適正

む。）の対象と

事業の補助対

ついては支出

情報開示がな

動等を行うも

くは暴力団員

ついて実施す

いて実施して

がないよう配

している事業

としない。 

正化法第２条

となっている

対象部分と非

出対象とする

なされ

もので 

員の統

するも

ている

配慮す

業（実

条第４

る事業

非対象

ること



 6

事業に必要な、人件費、諸謝金（委員、講師）、旅費（職員、委員、講師等）、消耗

品費、印刷製本費、通信運搬費、会場借料、募集広告費、委託費 等 

イ 6-5-1 の①の事業に係る追加的経費 

利子相当額補助金 

ウ 6-5-1 の⑤の事業に係る追加的経費 

事業を実施するために必要かつ適切な経費 

  上記については、関係行政機関の恒常的職員に係る人件費等の経常的な経費は対象外

とする。 

6-5-5 広域的な連携 

都道府県は、効果的、効率的に支援事業を実施するため、都道府県域を超えた幅広い

情報交換を行うなど、広域的な連携を進めることとする。その際、必要に応じて、中間

支援組織、ＮＰＯ等もメンバーに含める。例えば、地域ブロックにおける支援事業に関

する連絡会議の開催や、地域ブロックごとに設置されているＮＰＯ等の認証に関する会

議やソーシャルビジネス、コミュニティビジネスに関する協議会等との適切な連携を行

うこととする。 

6-5-6 都道府県の内部組織間の連携 

「新しい公共」の担い手となるＮＰＯ等については、複数の法人形態や活動分野が想

定されていることから、支援事業の実施にあたっては、福祉、教育、ソーシャルビジネ

ス等ＮＰＯ担当部局以外の都道府県内の複数の部局に関連業務がわたることが想定され

る。 

このため、各都道府県においては、支援事業の窓口となる部局を定めるとともに、都

道府県内の関係部局との連携と情報の一元化を図り、各担当部局間の役割分担を明確化

することとする。 

6-5-7 都道府県から国への定期報告時期及び報告内容 

都道府県は、基金造成時及び造成後、6月、1年、1年 6月、2年のそれぞれ経過後、2

月以内に国へ、以下の内容を記載した事業報告を行うものとする。 

① 基金造成時 

・ 基金の名称、造成額など、基金の概要が分かるもの（基金条例の写しなど）。 

・ 運営委員会の名称、実施・開催方法、構成メンバー（役職を含む）、情報開示の方

法等が分かるもの。 

・ その他 

② 基金造成後、6月、1年、1年 6月経過後 

・ 基金の運用及び取り崩しの状況 

・ 事業の実施状況 

・ 運営委員会の開催状況 

・ 設定した目標の達成状況 
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都

成

とす

ア 

イ 

ウ 

エ 

オ 
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 6-7

6-7-1

民

Ｎ

技術

ので

とい

・ その他 

基金造成後

・ 基金の運

・ 事業の実

・ 運営委員

・ 設定した

・ 各事業に

・ その他 

成果目標の

都道府県は、

成果目標は、

する。 

「新しい公

画、会議へ

行政からの

支援対象Ｎ

件数  

人的・物的

登録者数、

中間支援組

グラム・オ

ＮＰＯ等の

ＮＰＯ法人

支援対象Ｎ

寄附を仲介

マルチステ

その他 

支援事業の

1 中間支援組

民間の豊富な

ＰＯ、企業等

術能力等を有

できる中間支

いう。）が存

後 2年経過

運用及び取り

実施状況 

員会の開催状

た目標の達成

に係る基金終

の設定 

、支援事業終

、下記の評価

公共」への参

への参画等）

の委託業務に

ＮＰＯ等が実

的資源の調達

人材の派遣

組織のボラン

オフィサー（

の開示情報の

人の会計基準

ＮＰＯ等が実

介する市民フ

テークホルダ

の委託につ

組織等への委

な経験とノウ

等の取組みを

有しており、

支援組織、市

在する場合、

（事業終了時

り崩しの状況

状況 

成状況 

終了後の方針

終了後におけ

価項目を含む

参加数（ＮＰ

 

に係る支払い

実施する事業

達、調整を行

遣機会数 等

ンティア・コ

（助成活動の

の閲覧数 

準の導入割合

実施する事業

ファンドの設

ダー・プロセ

ついて 

委託 

ウハウを生か

を継続的に支

、かつ事業内

市民ファンド

、これらの中

7

時） 

況 

針 

ける事業成果

むものとし、

ＰＯ等の従業

い方法におけ

業に伴う金融

行う人材登録

等 

コーディネー

推進役）の

合 

業に伴う寄附

設置状況及び

セスによる協

かすとともに

支援する観点

内容に応じて

ドを管理する

中間支援組織

果の目標案を

可能な限り

業員の雇用、

ける概算払い

融機関等から

録バンクなど

ータ（地域で

育成数 等

附の額及び都

び寄附の額（

協議体の設置

に、支援事業

点から、6-5-

て、適切かつ

る者、専門家

織等にその実

を定めるもの

り数値を用い

ボランティ

いの普及率 

らの融資利用

どの組織の設

での助け合い

都道府県内 GD

（件数）等 

置数と具体的

の終了後も引

1 の各事業を

つ公平に事業

等（以下「中

実施を委託す

のとする。 

いて設定する

ィアスタッフ

用額及び融資

設置状況及び

いの推進役）、

DP 比 

的な取組の件

引き続き、市

を適確に遂行

業を実施する

中間支援組織

することがで

るもの

フの参

資利用

び人材

プロ

件数 

市民、

行する

ること

織等」

きる。 



 

で、

委託

6-7-2

中

待で

の②

めら

託を

6-7-3

中

派遣

る専

等に

れた

6-7-4

委

適正

 

7  各

 7-1

7-1-1

 イ

行政

終了

の借

借入

妨げ

の支

政か

 （具

ア 

に

これら中間支

、地域の実情

託を行うこと

2 プロポーザ

中間支援組織

できる場合は

②、③及び④

られる異なる

を検討するこ

3 専門家等の

中小企業診断

遣に際しては

専門家等の業

において、専

た専門家等の

4 委託に係る

委託契約の際

正な水準の単

各事業につ

つなぎ融資

1 趣旨及び内

(趣旨) 

イベントの運

政から受託す

了後に精算払

借り入れ（つ

入れに係る利

げるとともに

このため、概

支払い方式に

からＮＰＯ等

具体的な事業

行政からの

にかかる利子

支援組織等が

情に応じて、

ととする。 

ザル方式の発

織等からの提

は、プロポー

④の事業内容

る提案があっ

こととする。

の派遣につい

断士、ファン

は、その契約

業務管理を適

専門家等の登

の実績・評価

る適正な支払

際には、委託

単価を設定す

ついて 

資への利子

内容 

運営業務、施

するＮＰＯ等

払いされるこ

つなぎ融資）

利息について

に、発生した

概算払いによ

について清算

等に対する委

業内容） 

の委託業務に

子相当額につ

が複数存在す

、一つの中間

発注について

提案に基づい

ーザル方式の

容について、

った場合、地

 

いて 

ンドレイザー

約は日額単価

適切に実施す

登録、派遣さ

価の公表を一

払い 

託先における

するとともに

子補給事業

施設の管理

等が増えてい

こともあり、

）により、当

てＮＰＯ等が

た利子負担に

よる委託費の

算払いから概

委託業務につ

に関して、金

ついて、本事

8

する場合には

間支援組織等

て 

いて委託内容

の発注につい

２以上の中

地域の実情に

ー（寄付の推

価を基本とす

する観点から

れる専門家

一元的に行う

る当該委託業

に、管理費は

・運営・整備

いる。当該業

、この場合に

当該業務の経

が負担するこ

によりＮＰＯ

の支払いの普

概算払いへ移

ついて、つな

金融機関等の

事業により利

は、活動分野

等だけでなく

容（仕様）を作

いて、検討す

間支援組織等

応じて、２以

推進役）、経理

する単価契約

ら、当該派遣業

等の業務の管

こととする

業務に係るコ

は適切に計上

備、各種の調

業務に係る経

には、ＮＰＯ

経費に充てる

ことは、ＮＰ

Ｏ等の財政を

普及を促進す

移行すること

なぎ融資への

のつなぎ融資

利子補給を行

野や活動エリ

く複数の中間

作成する方が

することとす

等より、優良

以上の中間支

理業務経験者

の導入を検討

業務を受託し

管理、経費の

。 

コストが適切

上することと

調査・相談・

経費について

Ｏ等は地域の

ることとなる

ＰＯ等と行政

を厳しいもの

するとともに

とを前提とし

の利子補給を

資を利用する

行う。 

リアを踏まえ

間支援組織等

が優れた成果

する。また、

良かつ独創性

支援組織等へ

者等の専門家

討する。派遣

した中間支援

の支出及び派

切に賄われる

する。 

・支援等につ

ては行政から

の金融機関等

る。このよう

政との協働業

のにしている

に、委託契約

して当面の間

を行う。 

る場合、当該

えた上

等への

果を期

6-5-1

性が認

への委

家等の

遣され

援組織

派遣さ

よう、

ついて

ら事業

等から

うな、

業務を

。 

約費用

間、行

該融資



 

7-1-2

本

7-1-3

  本

ＰＯ

7-1-4

利

支払

てま

7-1-5

基

よ

7-1-6

  7

組合

7-1-7

  本

7-1-8

Ｎ

額

7-1-9

利

行促

 

 7-2

7-2-1

(趣

 

ー

で、

機関

が、

るた

る。

2 委託者の範

本事業の対象

3 支援対象Ｎ

本事業の対象

Ｏ等とする。

4 利子補給の

利子補給の対

払いが精算払

まかなってい

5 利子補給率

基金からの利

うに利子相当

6 対象となる

7-1-4 に掲げ

合、労働金庫

7 利子補給期

本事業による

8 完済前に基

ＮＰＯ等か

を支払い、Ｎ

9 概算払いへ

利子補給を行

促進に向けた

融資利用の

1 趣旨及び内

趣旨) 

ＮＰＯ等は新

ビスを展開す

、新たな雇用

しかしなが

関から調達す

、現状では、

ため、資金調

このため、Ｎ

。 

範囲 

象となる委託

ＮＰＯ等の考

象となるＮＰ

。 

の対象となる

対象となる融

払いとなる場

いる場合とす

率 

利子補給は、

当額を補給す

る金融機関 

げる金融機関

庫、ＮＰＯバ

期間 

る利子補給は

基金の終期が

ら金融機関へ

ＮＰＯ等は基

への移行促進

行う際、都道

た普及・啓発

の円滑化の

内容 

新しいサービ

する可能性を

用を拡大させ

ら、ＮＰＯ等

する際には、

、これらの対

調達を断念し

ＮＰＯ等のス

託業務の委託

考え方 

ＰＯ等は、7-

る融資の範囲

融資は、ＮＰ

場合に、その

する。 

、ＮＰＯ等に

するものとす

関は、日本政

バンク等とす

は、平成 25

が来る場合の

への完済前に

基金の終期前

進 

道府県は、委

発を行う。

のための支援

ビス市場を開

を有する。ま

せる可能性が

等の活動資金

、事業計画書

対応が十分に

してしまうこ

スキルアップ

9

託者は、国、

-1-2 に規定

囲 

ＰＯ等が行政

の業務に必要

に係る金融機

する。ただし

政策金融公庫

する。 

年 3 月 31 日

の利子補給に

に基金の終期

前に利子相当

委託者である

援事業 

開拓し、国民

また、公共的

がある。 

金（施設の改

書や資金計画

にできないな

ことが多い。

プにより、金

都道府県、

される委託者

政からの業務

要な経費を金

機関からの借

し、上限は２

庫、都市銀行、

日までに発生

について 

期が来る場合

当額の補給を

る市区町村等

民の多様なニ

的な財・サー

改修費、事業

画書など各種

など、融資を

 

金融機関等に

市区町村と

者から業務の

務を受託して

金融機関から

借り入れ利率

％とする。

、地方銀行、

生する利子を

合、予め金融

を申請するこ

等に対して、

ニーズにきめ

ービスの提供

業の立ち上げ

種の資料の提

を受けるスキ

による融資の

する。 

の受託を受け

ており、委託

らの借入金に

率が無利子と

 

、信用金庫、

を対象とする

融機関に利子

こととする。

概算払いへ

め細かく応え

供主体になる

げ資金等）を

提出が求めら

キルが不足し

の円滑化を推

けたＮ

託費の

によっ

となる

信用

。 

子相当

 

への移

えるサ

ること

を金融

られる

してい

推進す



 

(具

ア

イ

7-2-2

本

融資

Ｎ

 

 7-3

7-3-1

Ｎ

す

整備

ま

を適

して

融資

る。

  

  本

一例

 ア 

 イ 

ウ 

エ 

オ 

カ 

キ 

ク 

7-3-2

具体的な事業

ア 講習会の

イ ＮＰＯ等

個別指導等

2 支援対象Ｎ

本事業の対象

資を受ける

ＰＯ等とする

ＮＰＯ等の

1 趣旨及び内

（趣旨） 

ＮＰＯ等がそ

るためには、

備については

また、ＮＰＯ

適切に開示す

ており、この

資を受けられ

このため、Ｎ

。 

（具体的な事

本事業の具体

例を示すと以

専門家派遣

の作成支援

集、登録、

講習会の開

ＮＰＯ等の

組織・人材

中間支援組

グラム・オ

ＮＰＯ会計

人的・物的

その他  

2 支援対象Ｎ

業内容) 

の開催等によ

等から申請の

等を行う。 

ＮＰＯ等の考

象は、金融機

ことが可能と

る。 

の活動基盤

内容 

その活動を社

、適切に情報

は必ずしも十

Ｏ等が寄附を

することが必

の結果、金融

れない場合が

ＮＰＯ等の事

事業内容） 

体的内容につ

以下のような

遣による個別

援。公認会計

派遣等。） 

開催（財務諸

の活動のマス

材等のデータ

組織のボラン

オフィサー

計基準の普及

的資源の調達

ＮＰＯ等の考

より、ＮＰＯ

のあった事業

考え方 

機関からの融

となり、当該

盤整備のため

社会から認知

報発信を行う

十分なものと

を募ったり、

必要であるが

融機関、寄附

が多い。 

事業の各種活

ついては、Ｎ

な活動が対象

別指導（財務

計士、税理士

諸表、事業計

スコミ広報

タベースの整

ンティア・コ

（助成活動の

及 

達及びそれら

考え方 

10

Ｏ等の融資申

業案件につい

融資を受けよ

該ＮＰＯ等の

めの支援事

知され、協働

うことが必要

となっていな

、融資を受け

が、財務諸表

附者等の理解

活動基盤を整

ＮＰＯ等から

象となる。

務諸表、事業

士、プログラマ

計画、情報発

整備と情報提

コーディネー

の推進役）の

らの提供先と

申請に係るス

いて、中小企

ようとするに

の活動の活性

事業 

働相手とのネ

要であるが、

ない。 

けようとする

表の作成等に

が得られず、

整備し、透明

らの申請に基

 

業計画、情報

マー、各種ア

発信のための

提供 

ータ（地域で

の育成・確保

との調整・マ

スキルアップ

企業診断士等

に際し、本事

性化が図られ

ネットワーク

そのための

る際には、自

についての知

、寄附が集め

明性や健全性

基づき実施す

報発信のため

アドバイザー

のコンテンツ

での助け合い

保 

マッチング機

プ等を行う。

等の専門家に

事業の実施に

れると見込ま

クづくり等を

のコンテンツ

自らの財務状

知識、技術が

めにくかった

性の確保を促

することとな

めのコンテン

ー等の専門家

ツ等の作成）

いの推進役）、

機能の確保 

 

による

により

まれる

を強化

ツ等の

状況等

が不足

たり、

促進す

るが、

ンツ等

家の募

 

プロ



 

  本

性化

 

 7-4

7-4-1

に

生

っ

明

に

を

顔

で

  本

一例

 ア 

 イ 

ウ 

エ 

オ 

カ 

キ 

ク 

ケ 

コ 

サ 

7-4-2

  

こ

7-4-3

本事業の実施

化が見込まれ

寄附募集支

1 趣旨と内容

（趣旨） 

ＮＰＯ等に

に関しては、

生じる場合も

また、従来

った。この反

明確にされて

に資金が多く

このような

を届けるとと

顔が見える関

である。 

（具体的な

本事業の具体

例を示すと以

専門家派遣

ＮＰＯ等の

寄附金募集

イベントの

寄附金募集

寄附募集の

多様な寄附

新たな寄附

仮設物等へ

寄附者に対

中間支援組

その他 

2 情報公開、

ＮＰＯ等は、

ととする。 

3 既存の民間

施により、当

れるＮＰＯ等

支援事業 

容 

については、

そのノウハ

多い。 

来の多くの寄

反省を踏まえ

ている寄附形

集まってい

な流れを踏ま

もに、寄附

関係づくりを

な事業内容）

体的内容につ

以下のような

遣による個別

の活動を応援

集についての

の開催（チャ

集についての

の先進事例の

附手段の環境

附形態の企画

への記名によ

対する寄附の

組織のファン

、透明性の確

、支援を受け

間の取組みへ

当該ＮＰＯ等

等とする。

寄附金にそ

ウを有してい

寄附は、寄附者

て、近年、寄

形態が注目を集

る。 

え、寄附者

附を受け取っ

積極的に推進

 

ついては、Ｎ

な活動が対象

別指導（ファ

援する市民フ

のマスコミ広

ャリティイベ

の地元企業等

の収集とＮＰ

境整備（ネッ

画・提案（収

るメッセー

の使途に関す

ンドレイザー

確保 

けた事業の進

への配慮 

11

等の活動基盤

の活動の源泉

いるＮＰＯ等

者にとってそ

寄附をした市

集めており、

の意向に沿っ

たＮＰＯ等は

進することが

ＮＰＯ等から

象となる。

ァンドレイザ

ファンドの創

広報 

ベント等）

等への説明会

ＰＯ等に対す

ット寄附、ク

収益の一部を

ジ寄附等）

する成果報告

ーの育成 

進捗状況及び

盤が改善され

泉を依存する

等はまだ少な

その効果を実

市民、企業等

、そのような

って特定の分

は寄附者に適

が、今後の寄

らの申請に基

ザー等の専門

創設 

会の開催 

する情報提供

クレジットカ

を寄附に充て

告等 

び成果報告を

れ、当該ＮＰ

る場合も多い

ないため、そ

実感しにくい

等の意向によ

な寄附金募集

分野、団体又

適切に情報を

寄附文化の醸

基づき実施す

門家の募集、

供 

カード決裁等

てる商品開発

を実施し、透

ＰＯ等の活動

いが、寄附金

その活動に制

いという批判

より使途と効

集を行うＮＰ

又は事業に寄

を発信し、両

醸成に向けて

することとな

登録、派遣

等） 

発、構造物・備

透明性を確保

動の活

金集め

制限が

判があ

効果が

ＰＯ等

寄附金

両者の

て有効

るが、

遣等。） 

備品・

保する



 

  寄

展

が既

こ

経験

7-4-4

  本

Ｏ等

示や

り、

 

 7-5

7-5-1

（趣

地

後は

てい

が基

に

ま

の体

様な

公共

（具体

行

的な

7-5-2

ア 

イ 

ウ 

エ 

寄附の流れを

させることが

既に存在する

とについて検

験、実績等を

4 支援対象Ｎ

本事業の対象

等で、この事

や透明性の向

、継続的な支

新しい公共

1 趣旨及び内

旨） 

地域における

は、ＮＰＯ等

いくことが必

基本となるが

より、地方自

また、本事業

体制を構築

な参加者に

共」による取

体的な事業内

行政が独占し

な取組みにつ

2 事業スキー

「新しい公

町村が連携

町村を構成

事業の選定

選定された

に交付する

ＮＰＯ等と

NPO 等、②

で、可能な

を拡大させる

が重要であり

る場合は、協

検討する。た

を有すること

ＮＰＯ等の考

象は、寄附募

事業を実施す

向上を進める

支援活動につ

共の場づく

内容 

る諸課題の解

等による「新

必要である。

が、一方、地

自治体とＮＰ

業は、多様な

し、問題解決

よる推進組織

取組みの継続

内容） 

してきた「公

ついて、ＮＰ

ーム 

公共」の担い

携して事業に

成員に含む協

定は運営委員

た事業の予算

る。 

と都道府県・

②企業、③行

な限り幅広い

るためには、

り、民間にお

協調と連携の

ただし、当該

とを要する。

考え方 

募集等の民間

することによ

ることにより

つながること

りのための

解決に向けて

新しい公共」

「新しい公

地方自治体の

ＰＯ等の協働

な担い手（マ

決を図ってい

織などの協働

続・発展の環

公（おおやけ

ＰＯ等と地方

い手など地域

に応募する。

協議体から行

員会が行い、

算は都道府県

・市区町村は

行政を必ず含

い参画を基本

12

、既存の民間

おいて寄附金

の観点から当

該民間団体が

 

間における資

より、一時的

り関係者（寄

とが見込まれ

のモデル事

て、従来は、

」の活動によ

共」の推進

の理解と協力

働のきっかけ

マルチステー

いくプロセス

働の場が設置

環境作りが行

け）」を市民、

方自治体との

域からの提案

（応募は、都

行う。） 

都道府県に

県・市区町村

は、地域の諸

含むものとし

本とする。）

間の取組みを

金の募集を行

当該民間団体

が業務を適確

資金調達を積

的な寄附金の

寄附者や受益

れるＮＰＯ等

事業 

行政の主導

より、良好で

に当たっては

力も必要不可

け作りを進め

ークホルダー

スをモデル的

置され、事業

行われること

、企業、ＮＰ

の協働による

案をもとに、

都道府県・市

において決定

村又は都道府

諸課題を解決

、その構成メ

が協働して、

を阻害せず、

う組織（ＮＰ

体に本事業の

確に遂行する

積極的に進め

の増加のみで

益者等）との

等とする。  

導により取組

で効率的なサ

は、ＮＰＯ等

可欠であるこ

めていく。 

ー）からなる

的に実施する

業終了後にお

とが期待され

ＰＯ等に開く

事業として

ＮＰＯ等と

市区町村又は

定する。 

府県・市区町

するため、多

メンバーはお

、自ら地域の

むしろ継承

ＰＯファンド

の業務を委託

るに足りる能

めようとする

ではなく、情

の接点や縁が

組んできたが

サービスを提

等の自立的な

ことから、本

る「新しい公

るものであり

おいても「新

れる。 

くため、その

実施する。 

と都道府県・

は都道府県・

町村を含む協

多様な担い手

おおむね 5者

の諸課題に当

承・発

ド等）

託する

能力、

るＮＰ

情報開

が深ま

が、今

提供し

な活動

本事業

公共」

り、多

新しい

の先進

・市区

・市区

協議体

手（①

者以上

当たる



 

オ 

7-5-3

  本

7-5-4

本

1/3

7-5-5

  本

が本

認め

ま

施す

る

す

7-5-6

本

事業

る

 

 7-6

7-6-1

（趣

  

が主

地域

横断

  本

越

ベー

 

仕組み（マ

共」による

させること

なお、内閣

場合も、本

3 事業額の制

本事業の 1 事

4 本事業の実

本事業の都道

3（又は 1/2）

5 本事業で

本事業で施設

本事業の趣

められる場合

また、行政等

するものと

こととする。

る補助率は、

6 本事業の実

本事業の経費

業費の分担や

ものとする。

社会イノベ

1 趣旨及び内

旨） 

「新しい公共

主体的に参画

域の特性や事

断的な対応が

本事業を実施

えて「新しい

ーション」を

（具体

マルチステー

る取組みを進

とが望まれる

閣府が推進す

本事業の支援

制限 

事業ごとの上

実施額の制限

道府県におけ

）以内（P）

で施設等の整

設等の整備や

旨に合致し、

合に限るもの

等による他の

し、当該制度

。その場合、

、当該制度の

実施の際の留

費は、都道府

や事業の一部

。 

ベーション

内容 

共」の考え方

画したり、Ｎ

事情から、既

が必要な場合

施することで

い公共」の力

を推進し、「

体的な事

ークホルター

進める。なお

る。 

する社会的責

援対象となり

上限額は 1,0

限 

ける実施総額

とする。 

整備及び設備

や設備備品の

、かつ、当該

のとし、上限

の補助金等の

度で実施する

、当該施設等

の補助率（助

留意点 

府県・市区町

部を当該ＮＰ

ン推進のため

方に基づいて

ＮＰＯ等を組

既存の制度の

合がある。

で、制度・領

力を発揮でき

「新しい公共

事業内容、

13

ー・プロセス

お、本事業終

責任に関する

りうる。 

000 万円とし

額の上限は、

備品の購入等

の購入に交付

該施設等の整

限は予算の 1

の制度が存在

ることが困難

等の整備また

助成率、交付

町村に対して

ＰＯ等に委託

めのモデル

て、地域の社

組織して、公共

の枠組みだけ

領域横断的な

きるようにし

共」の取組み

、事業ス

ス）による会

終了後も本会

る円卓会議を

し、下限額は

6-5-1 の①～

等を行う場合

付金を充てる

整備または設

1/2(又は 2/3

在する場合に

難な場合に、

たは設備備品

付割合など）

交付される

託して実施す

ル事業 

社会的な課題

共的な役割を

けでは十分な

な対応で既存

し、地域の諸

の幅を拡げる

スキーム

会議等を立ち

会議体を活用

を受けて、エ

は 300 万円と

～⑤及び⑦の

合について 

る場合は、当

設備備品の購

3)以内（P）

には、当該制

本事業によ

品の購入にか

以内とする

が、事業実施

するなど、協

題の解決に向

を担って活動

な活動ができ

存の制度や規

諸課題を解決

る。 

等は調整

ち上げ、「新し

用し取組みを

エの取組みを

とする。 

の事業の合計

当該交付金の

購入を行う必

とする。 

制度で優先的

より交付金を

かかる事業額

る。 

施に当たって

協働の上で実

向けて、地域

動していく上

きず、制度・

規制の制約を

決する「社会

整中） 

しい公

を継続

を行う

計額の

の使途

必要が

的に実

を充て

額に対

ては、

実施す

域住民

上で、

・領域

を乗り

会イノ



 

 

 7-7

7-7-1

（趣

支

る。

（具体

 ア 

 イ 

 ウ 

 エ 

 オ 

 カ 

 キ 

 

8  運

 8-1

8-1-1

運

8-1-2

運

（1）

（2）

（3）

（4）

（5）

（6）

8-1-3

都

 

 8-2

8-2-1

運

る観

共通事務に

1 趣旨及び内

旨） 

支援事業を適

 

体的な事業内

8の運営委

9の連絡調

10 の情報

11 の成果

12 の評価

13 の監査

その他、支

運営委員会

運営委員会

1 設置 

運営委員会は

2 運営委員会

運営委員会は

支援事業に

支援対象Ｎ

6-5-1 の各

いう。）の進

6-5-1 の①

支援事業に

その他 

3 運営委員会

都道府県は、

運営委員 

1 運営委員の

運営委員は、

観点から、以

に関する事

内容 

適切かつ円滑

内容） 

委員会に関す

調整会議への

開示のための

のとりまと

の実施のた

等の実施に必

支援事業を適

会 

会の設置、

は、都道府県

会の役割 

は、以下の役

に関する基本

ＮＰＯ等の選

各事業及び支

進捗状況等の

から⑥までの

に関する国へ

会の尊重 

、8-1-2 に係

の構成 

、事業選定の

以下の各関係

事業 

滑に実施する

する事務 

の参画のため

の基盤整備に

めと公表に必

めに必要な事

必要な事務

適切かつ円滑

役割等 

県に設置する

役割を担う。

本方針、事業

選定基準の設

支援対象ＮＰ

の把握と評価

の各事業の効

への要請及び

係る運営委員

の公平性を確

係者から 1名

14

るため、各都

めに必要な事

に必要な事務

必要な事務

事務 

滑に行うため

る。 

 

計画、成果

定、選定及び

Ｏ等が実施す

価 

効果を高める

び国からの要請

員会の決定等

確保するため

名以上を含め

都道府県にお

事務 

務 

めに必要な調

目標の検討

び選定の取

する事業（以

るための検討

請等への対応

等を最大限に

め、地域の多

めるものとす

おける共通的

調査、連絡調

り消し等 

以下「ＮＰＯ

討及び指導・

応 

尊重するもの

多様な関係者

する。 

的な事務を実

調整等の事務

Ｏ等実施事業

・助言等 

のとする。 

者の意見を踏

実施す  

 

業」と

踏まえ

 



 

・

・

・

・

・

・

ま

・

・

8-2-2

  ア

イ

  

エ

8-2-3

  運

 

 8-3

8-3-1

  運

す

ない

8-3-2

運

ア 

イ 

ウ 

・ 学識経験

・ 専門家（

・ ＮＰＯ等

・ 企業、経

・ 金融機関

・ マスコミ

また、以下の

・ 一般市民

・ その他、

2 選定等に当

ア 選定等に

議に貢献

イ ＮＰＯ等

ウ ＮＰＯ等

するもの

審議が行

も可能と

エ 選定等に

えないこ

3 運営委員の

運営委員の任

運営 

1 開催、決定

運営委員会の

る。なお、運

いよう、留意

2 審査、選考

運営委員会で

つなぎ融資

・支援事業の

・委託者（行

融資利用の

・支援事業の

・目的、内容

ＮＰＯ等の

験者 

（税制、金融

等、中間支援

経済団体 

関 

 

の各関係者の

民 

支援事業を

当たっての留

に当たっては

献できる者か

等、中間支援

等又は中間支

のとする。ま

行えない可能

とする。 

においては、

こととする。

の任期、委員

任期、運営委

定 

の開催、決議

運営委員会の

意するものと

考等 

では、以下の

資への利子補

の趣旨に合致

行政からの委

の円滑化のた

の趣旨に合致

容等が妥当で

の活動基盤整

、経営など）

組織 

の参加につい

推進する上

留意事項 

は、高い識見

から選定する

援組織又は一

支援組織から

また、当該都

能性が予想さ

8-2-1 に掲

 

員長等の選定

委員会の長等

議方法等の運

の開催頻度に

とする。 

の事業ごとの

補給事業 

致するか 

委託業務であ

ための支援事

致するか 

であるか 

整備のための

15

） 

いて、検討を

で必要となる

見を有し、公

るものとする

一般市民から

ら運営委員を

都道府県内か

される場合等

掲げるいずれ

定 

等の選定方法

運営方法につ

については、

の審査の視点

あるか） 

事業 

の支援事業に

を行うことと

る者 

公平・中立的

る。 

選出する場

を選定する際

から選定した

等には、他の

の関係者の委

法については

ついては、都

ＮＰＯ等の

点により審査

に対する支援

する。 

的な立場から

合は、公募す

際は、実績の

た場合におい

の都道府県か

委員数が委員

は、都道府県

都道府県で適

の活動の推進

し、申請案件

援 

ら運営委員会

することとす

のある者から

いて中立、適

から選定する

員全体の半数

県で適宜定め

適宜定めるも

進を妨げるこ

件の選考を行

会の審

する。 

ら選定

適正な

ること

数を超

る。 

ものと

ことの

行う。 
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・支援事業の趣旨に合致するか 

・目的、内容等が妥当であるか 

エ 寄附募集支援事業 

・支援事業の趣旨に合致するか 

・目的、内容等が妥当であるか 

オ 新しい公共の場づくりのためのモデル事業 

・支援事業の趣旨に合致するか 

・目的、計画が妥当であるか 

・ＮＰＯ等と地方自治体の連携であるか 

・多様な参加者（マルチステークホルダー）の関与はあるか 

・事業により大きな成果を期待できるか（仕組みや社会を大きく変えるか） 

・事業に継続性・発展性はあるか 

・事業に新規性・先進性はあるか 

・事業に普及性はあるか 

8-3-3透明性等の確保 

  運営委員会における審議は、透明性、公平性を確保する観点から、原則としてすべて

公開で行うこととする。また、議事録を作成するとともに速やかに公表するものとする。

公開に当たっては、議事に差し障りのない範囲での一般市民の傍聴やインターネットに

よる中継等についても検討する。  

8-3-4 留意事項 

運営委員が申請案件と利害関係にある場合には、当該委員は、当該申請案件の審査か

らは除かれることとする。 

8-3-5 報告 

運営委員会は、その議事内容及び決定事項について、速やかに都道府県に報告するも

のとする。 

 

9  連絡調整会議への参画 

 連絡調整会議は、支援事業に関して国と都道府県等の連絡調整等のために内閣府が設置

するもので、都道府県は連絡調整会議に参画し、支援事業の円滑な推進に必要な各種の情

報交換や検討を行い、都道府県内のＮＰＯ等の支援活動の強化に資する。 

（参考：連絡調整会議の概要） 

主  催：内閣府 

メンバー：内閣府、各都道府県、その他 

会議内容： 

① 支援事業の進捗状況の把握、課題の整理 



 

 

10  

都

ま

推進

され

10－1

都

を用

支援

性が

 

10－2

都

助成

県内

開示

 

10－3

都

含め

 

11  

11-1

支

と

県は

 

② ＮＰＯ

促進に

備等）

③ 各種情

④ その他

情報開示

都道府県は、

えたＮＰＯ等

進会議では、

れ、標準開示

1  団体情報

都道府県は、

用いた団体情

援対象ＮＰＯ

が高く、全国

2  団体情

都道府県は、

成等を行うＮ

内の他の助成

示フォーマッ

3 財務報告

都道府県は、

め、一般的に

 

成果のと

 支援対象1

支援対象Ｎ

め、都道府県

はこれをと

Ｏ等の支援に

に関する事項

） 

情報交換（先

他   

示のための

、「新しい公

等の情報基盤

、ＮＰＯ等の

示フォーマッ

報の開示の義

、支援対象Ｎ

情報を開示す

Ｏ等のウェブ

国共通のデー

情報の開示の

、支援事業で

ＮＰＯ等に対

成団体に対し

ットによるＮ

告の普及推進

、支援事業に

に理解しやす

とりまとめ

象ＮＰＯ等の

ＰＯ等は、事

県に報告書を

りまとめの上

に関する共通

項、ＮＰＯ等

先進事例等）

の基盤整備

公共」推進会

盤の整備の推

の情報開示を

ットが取りま

義務付け 

ＮＰＯ等に対

するよう義務

ブサイトや都

ータベースへ

の普及推進 

で採択したＮ

対し、標準開

し、標準開示

ＮＰＯ等の情

進 

に採択したＮ

すい財務報告

めと公表

の成果報告

事業終了後、

を提出するも

上、公表する

17

通事項の検討

等への融資の

 

備について

議（以下、

推進のため、

を促進してい

まとめられる

対し、採択後

務付けること

都道府県のＮ

への掲載も義

ＮＰＯ等のみ

開示フォーマ

示フォーマッ

情報開示を推

ＮＰＯ等に対

告の普及を推

告 

、速やかに、

ものとする。

るとともに運

討（寄附募集

の円滑化方策

て 

「推進会議」

以下のこと

いくための情

る予定。 

後３ヶ月以内

ととする。な

ＮＰＯポータ

義務付けるこ

みならず、都

マットでの情

ットの活用を

推進するよう

対し、ＮＰＯ

推進すること

ＮＰＯ等実

提出された

運営委員会に

集のノウハウ

策、情報開示

と言う。）で

とを行うもの

情報基盤のあ

内に、標準開

お、開示の手

タルサイトの

こと。 

都道府県の他

情報開示を求

を推奨したり

努力するこ

Ｏ法人会計基

と。 

実施事業に係

た報告書につ

に報告する。

ウ、概算払い

示のための基

での検討結果

のとする。な

あり方に関し

開示フォーマ

手段について

のみならず、

他の事業にお

求めたり、都

りするなど、

こと。 

基準の導入推

係る成果をと

ついては、都

 

い導入

基盤整

果を踏

なお、

し検討

マット

ては、

利便

おいて

都道府

標準

推奨を

とりま

都道府
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都

際に

もに
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12-1

支
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② 

な

の聴

12-2

1

告す

 

13  

支

法で監

のとす

 

13-1

都

 

13-2

都

先に

 

13-3

都

⑤の

府県

 都道府県2

都道府県は、

に、それぞれ

に、その公表

評価の実

 評価の対1

支援事業の実

11-1 に基

上記①の自

委員会が第

なお、第三者

聴取を行い、

 

 評価結果2

12-1 の第三

する。 

監査等に

支援事業の適

監査等を実施

する。 

 都道府県1

都道府県は、

 委託先に2

都道府県は、

について、当

 支援対象3

都道府県は、

の新しい公共

県、市区町村

県の成果報告

、6－6 に基

れの達成状況

表することと

実施につい

対象 

実施による施

づきとりま

自己評価結果

第三者評価を

者評価に当た

、内容の修正

果の取扱い 

三者評価の結

について 

適切な実施を

施する。なお

県の監査 

、6-5-1 の各

に対する検査

、6-5-1 の各

当該業務委託

象ＮＰＯ等に

、6-5-1 の①

共の場づく

村又は都道府

告 

基づき設定さ

況をとりまと

とする。 

いて 

施策効果につ

とめた成果に

果及び 11-2

を行う。 

たっては、必

正等を行わせ

結果は、公表

を確保する観

お、監査等の

各事業につい

査等 

各事業につい

託契約に基づ

に係る検査

①のつなぎ融

りのためのモ

府県若しくは

18

れた成果目標

とめ、国及び

ついて検証す

について、支

に基づきと

必要に応じて

せることがで

するものとす

観点から、以

の結果につい

いて自ら監査

いて第三者に

づき、検査等

査等 

融資への利子

モデル事業の

は市区町村を

標について、

び運営委員会

するため、以

支援対象ＮＰ

りまとめられ

て支援対象Ｎ

できる。 

する。また、

以下について

いては、運営

査を実施する

対し業務委託

等を実施する

子補給事業の

の支援対象と

を構成員に含

、6-5-7 の国

会にその結果

以下の評価を

ＰＯ等が自己

れた達成状況

ＮＰＯ等や都

、第三者評価

て、客観性・

営委員会及び

。 

託を行った場

。 

の支援対象と

となった事業

含む協議体）

国への定期報

果を報告する

を実施する。

己評価を行う

況について、

都道府県から

価結果は、国

・透明性のあ

び国に報告す

場合は、当該

なったＮＰ

業実施主体

に対し、検

報告の

るとと

 

う。 

運営

ら意見

国に報

ある方

するも

該委託

Ｏ等、

（都道

検査等
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を実施する。 

 

14  ガイドラインの改正について 

本ガイドラインは、社会経済情勢の変化が生じた場合、必要に応じ、改正することと

する。 

 


